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宮代町議会 令和８年第２回定例会（３月議会）議案等提出内容について 

 

 

１ 執行部提出議案件数 ２５件  

（１）内訳 

  ①専決処分の承認 １件（議案第３号） 

  ②条例の改正   ９件（議案第４号～第１２号） 

  ③町道の認定   １件（議案第１３号） 

④人事案件    ４件（議案第１４号～第１７号) 

  ⑤補正予算    ４件（議案第１８号～第２１号） 

  ⑥当初予算    ６件（議案第２２号～第２７号) 

   合  計   ２５件 

 

 

２ 執行部議案内容 【２５議案】 

  ■議案第３号 専決処分の承認を求めることについて 

    衆議院の解散に伴い、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費を緊急

に計上する必要が生じたことから、令和７年度宮代町一般会計予算に２，０９５万６，０

００円を追加し、総額を１４６億９，０１６万４，０００円とすることについて専決処分

をしたので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 

■議案第４号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

人事院勧告に準じ町職員の通勤手当の改正を行うため、宮代町職員の給与に関する条例

の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出

するものである。 

 

■議案第５号 宮代町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

国家公務員等の旅費に関する法律の改正に準じて宮代町職員等の旅費に関する条例の一

部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出する

ものである。 

 

■議案第６号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

国民健康保険税の税率等を改正するため、また、子ども・子育て支援金制度の創設に伴

い子ども・子育て支援金分の課税額を規定するため、宮代町国民健康保険税条例の一部を

改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するもの

である。 

 

 

別紙‐１
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■議案第７号 宮代町立体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例について 

宮代町山崎アーチェリー場を廃止するため、宮代町立体育施設設置及び管理条例の一部を

改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するもので

ある。 

 

■議案第８号 宮代町下水道条例及び宮代町水道事業給水条例の一部を改正する条例につ 

いて 

  地方自治法第２４５条の４第１項に基づく国からの技術的助言に伴い、宮代町下水道条

例及び宮代町水道事業給水条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１

号の規定により、この案を提出するものである。 

 

■議案第９号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例について 

令和７年度税制改正に基づき、介護保険法施行令の一部を改正する政令が公布されたこ

とに伴い、宮代町介護保険条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１

号の規定により、この案を提出するものである。 

 

■議案第１０号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例について 

コンビニエンスストア等に設置の多機能端末機による住民票等の交付等に係る手数料の

見直しを図るため、宮代町手数料条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項

第１号の規定により、この案を提出するものである。 

 

■議案第１１号 宮代のまちづくりをみんなで応援する寄附条例の一部を改正する条例につ 

        いて 

地方創生応援税制に係る寄附金を宮代まちづくり基金として積み立てできるようにする

ため、宮代のまちづくりをみんなで応援する寄附金条例の一部を改正したいので、地方自治

法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 

 

■議案第１２号 宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す 

        る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一 

部を改正する条例について 

  行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第１９条第８号

に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の改正に伴い、宮代町行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この

案を提出するものである。 

 

■議案第１３号 町道の認定について 

    大字須賀字下堤外地内の宅地造成により町に寄附される道路を、町道路線に認定したい

ので、道路法第８条第２項の規定により、この案を提出するものである。 
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■議案第１４号 宮代町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

    埼玉県都市競艇組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更すること

について協議したいので、地方自治法第２９０条の規定により、この案を提出するもので

ある。 

 

■議案第１５号 宮代町公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについて 

現公平委員会の委員である田口寿美子氏を引き続き公平委員会の委員に選任したいの

で、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、この案を提出するものである。 

 

■議案第１６号 宮代町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることにつ 

いて 

  現固定資産評価審査委員会の委員である横手敏夫氏を引き続き委員に選任したいので、地

方税法第４２３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 

■議案第１７号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることついて 

新たに大澤亨氏を宮代町農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律

第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

■議案第１８号 令和７年度宮代町一般会計補正予算（第６号）について 

国補正予算による普通交付税の追加交付、須賀小学校建設準備金の基金への積立のほ

か、各種事業実績の確定に伴う事業費の増減などに伴い、令和７年度宮代町一般会計予算

から１億４，０７８万円を減額し、総額を１４５億４，９３８万４，０００円とすること

について、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

■議案第１９号 令和７年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

繰越金及び疾病予防事業費等の確定に伴い、令和７年度宮代町国民健康保険特別会計予

算から２，８１４万８，０００円を減額し、総額を３３億３，９２８万５，０００円とす

ることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものであ

る。 

 

■議案第２０号 令和７年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 

令和７年度税制改正に基づく介護保険システムの改修に伴い、令和７年度宮代町介護保

険特別会計予算に９３万５，０００円を追加し、総額を３５億９，８６１万円とすること

について、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

■議案第２１号 令和７年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について 

繰越金及び後期高齢者医療広域連合への保険料納付金の納付見込額の増に伴い、令和７

年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算から２，１９５万６，０００円を増額し、総額を

７億４，７６１万３，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定
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により、この案を提出するものである。 

 

■議案第２２号 令和８年度宮代町一般会計予算について 

令和８年度宮代町一般会計予算の総額を１６５億５，２００万円とすることについて、地

方自治法第２１１条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

■議案第２３号 令和８年度宮代町国民健康保険特別会計予算について 

令和８年度宮代町国民健康保険特別会計予算の総額を３３億６，６７８万８，０００円と

することについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、この案を提出するものであ

る。 

 

 ■議案第２４号 令和８年度宮代町介護保険特別会計予算について 

令和８年度宮代町介護保険特別会計予算の総額を３４億８,０５３万１,０００円とする

ことについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

■議案第２５号 令和８年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算について 

令和８年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算の総額を８億３，００７万２，０００円

とすることについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、この案を提出するもの

である。 

 

■議案第２６号 令和８年度宮代町水道事業会計予算について 

令和８年度宮代町水道事業会計予算の収益的収入及び支出のうち収益的収入の予定額を

８億１，７０７万７，０００円とし、収益的支出の予定額を９億３，６３１万３，０００円と

することについて、また、資本的収入及び支出のうち資本的収入の予定額を９，７１８万８，

０００円とし、資本的支出の予定額を５億８，１４７万８，０００円とすることについて、地方公

営企業法第２４条第２項の規定により、この案を提出するものである。 

 

■議案第２７号 令和８年度宮代町下水道事業会計予算について 

令和８年度宮代町下水道事業会計予算の収益的収入及び支出のうち収益的収入の予定額

を１１億６，２４９万６，０００円とし、収益的支出の予定額を１１億４，１４２万５，

０００円とすることについて、また、資本的収入及び支出のうち資本的収入の予定額を

７億７，５３２万５，０００円とし、資本的支出の予定額を８億９，３１２万７，００

０円とすることについて、地方公営企業法第２４条第２項の規定により、この案を提出

するものである。 

 

３ 議員議案等 

 （１）議員提出議案 【なし】 

 （２）意見書    【１件】 

    ■埼玉県立高等学校における男女別学校のあり方の検討に関し、当時者の意見を尊重し

た方針決定を求める意見書 
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（３）審議方法確認 

①先議の申し出【なし】 

②一括上程の申し出 【なし】 

（４）決議案    【なし】 

（５）選挙     【なし】 

（６）請願     【１件】 

   ■自治体経営会議によりアーチェリー場廃止等を決定したことの再検討を強く求める請

願。 

（７）陳情     【２件】 

   ■臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目的の渡航等を防止し、国民が知らずに犯罪

に巻き込まれることを防ぐための環境整備等を求める意見書提出の陳情 

   ■政党機関紙の庁舎内勧誘行為の実態調査を求める陳情書 

（８）その他    【なし】 

 

４ 閉会中の継続審査等 

  ① 議会広報委員会の閉会中の継続調査について 

  ② 議員派遣について 

 

５ 一般質問 【１３人】 敬称略 

① 川野 武志 

② 合川 泰治 

③ 鈴木 次男 

④ 小島 あけみ 

⑤ 土渕 保美 

⑥ 丸山 妙子 

⑦ 丸藤 栄一 

⑧ 塚村 香織 

⑨ 福澤 和美 

⑩ 野原 洋子 

⑪ 泉 伸一郎 

⑫ 佐藤 将行 

⑬ 田島 正徳 

 

６ その他 

（１）報告等 

①行政報告（町長等から）  【１件】 

結果報告：令和７年１２月から令和８年２月まで 

予定報告：令和８年３月から令和８年５月まで 

（２）その他 

   なし 


